
 
 

 
 
 

人権週間について 

 今月４日（月）～１０日（日）の期間

は、人権週間です。最終日の１０日は、

世界人権宣言の採択を記念して「世界人

権デー」として世界中で記念行事等が催

されています。我が国でも、毎年この期

間に合わせて、各地で人権に関わる様々

な啓発活動が行われます。啓発スローガ

ンは、「『誰か』のこと じゃない。」で

す。世界人権宣言における各条文におい

ても、「すべての人間は～」という書き出しがされており、人権を守るとは、どこかの誰

かに対してという他人事ではなく、「『自分』を含め、身近なまわりの『みんな』を大切に

すること」であるとあらためて認識したいと思います。 

学校では、年間を通じて行う全ての教育活動において、この「人権」の視点を持ち合わ

せて計画及び指導に当たっています。自分を大切にできない子供に他者を大切にすること

はできません。子供たちの人権意識の涵養には、子供たち自身に日々の生活の中で自己肯

定感や自尊感情を培わせていくことが必要です。また、人権感覚は、違いを認め合い、異

なる価値観の他者と交流し合うことで育っていきます。学習活動における対話型の授業形

態や、縦割り班活動などの活動を大事にしていきます。 

子供たちを取り巻く日常の生活の中で、我々大人が正しい人権感覚を伴った言動の範を

子供たちに示していくことこそ、確たる人権教育につながります。今一度、学校、家庭、

地域がその共通理解に立って、子供たちの健全育成に取り組んでいきましょう。ご家庭、

地域におかれましても、それぞれの立場や関係性、場面の中で、適時適切な人権指導の継

続をよろしくお願いいたします。 

現在、「いじめ調査」を実施中です。回答へのご協力ありがとうございます。回答結果

を見ますと、学校生活の中で嫌な気持ちになっている児童がいることがわかります。しっ

かりと対応していきたいと思います。 

 

交通安全について 

12月11日（月）から「年末の交通安全県民運動」が実施されます。先日には、敦賀市で

横断歩道を渡っていた中学生が車にはねられ、頭を打って重傷したという事故が起きてい

ます。福井県では横断歩道の付近に歩行者がいるときに一時停止するドライバーは３割に

満たず、全国ワースト３の低さになっているそうです。信号機のない横断歩道を横断する

ときは、十分気をつけてほしいと思います。また、学校のきまりとして「暗くなる前に家

に帰る」ことになっています。夕暮れ時には、交通事故の危険が高まりますし、暗くなる

前には家にいるように各ご家庭でもご注意ください。 
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